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シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

パ
ソ
コ
ン
教
室
（
２
月
募
集
）

　

Ｐ
Ｃ
入
門
、
ワ
ー
ド
・
エ
ク

セ
ル
の
基
礎
講
座
な
ど
の
他「
個

人
レ
ッ
ス
ン
」
で
は
そ
れ
ら
の

フ
ォ
ロ
ー
も
し
ま
す
。詳
し
く

今
月
の
締
切
　
１
月
23
日
㈯
（
必

着
）

問
合
せ　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

引
き
揚
げ
者
及
び
そ

の
ご
家
族
の
皆
様
へ

　

税
関
で
は
、
終
戦
前
後
に
外
地

か
ら
引
き
揚
げ
て
来
た
方
々
が
、

国
内
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
な

い
と
の
理
由
か
ら
、
上
陸
地
の
税

関
な
ど
に
預
け
ら
れ
た
通
貨
や
証

券
な
ど
を
お
返
し
し
て
い
ま
す
。

　

心
あ
た
り
の
あ
る
方
は
お
気
軽

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
お

問
い
合
わ
せ
は
家
族
の
方
で
も
可

能
で
す
。

問
合
せ　

東
京
税
関
立
川
出
張
所

☎
042
・
522
・
６
０
０
４

「
に
せ
税
理
士
」
及
び
「
に
せ

税
理
士
法
人
」
に
ご
注
意
を

は
各
公
共
施
設
に
あ
る
チ
ラ
シ
ま

た
は
同
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ　

http://www.kiyose-sc.
or.jp/

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

き

よ

せ

健

康

塾

―
伸
ば
そ
う
！ 

健け
ん

幸こ
う

寿
命「
ゆ

　
が
み
改
善
＆
歩
く
バ
ラ
ン
ス

　 

Ｕ
Ｐ
セ
ミ
ナ
ー
」

対
象　

市
内
に
住
民
票
を
有
す
る

方
。
各
回
先
着
30
人（
計
60
人
）

日
時　

１
月
24
日
㈰
午
前
９
時
15

分
～
11
時
10
分
・
午
前
10
時
45
分

～
午
後
12
時
40
分

場
所　

ア
ミ
ュ
ー
ホ
ー
ル

内
容　

３
Ｄ
セ
ン
サ
ー
に
よ
る
姿

勢
分
析
・
か
ら
だ
の
ゆ
が
み
測
定

・
ゆ
が
み
改
善
＆
歩
く
バ
ラ
ン
ス

つ

ば

き

の

会

　
高
齢
者
や
外
出
の
機
会
が
少
な

い
方
の
た
め
の
交
流
会
で
す
。

日
時　

１
月
27
日
㈬
午
後
２
時
～

４
時

場
所　

野
塩
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

※
直
接
会
場
へ
。

問
合
せ
　
健
康
推
進
課
保
健
サ
ー

ビ
ス
係
☎
497
・
２
０
７
７　

福
祉
法
律
専
門
相
談

　

高
齢
者
や
障
害
の
あ
る
方
で
、

生
活
上
で
お
困
り
の
方
に
弁
護
士

が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時
　
１
月
27
日
㈬
午
前
10
時
～

正
午

場
所　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
ひ

ま
わ
り

申
込
み
・
問
合
せ　

電
話
で
権
利

擁
護
セ
ン
タ
ー
あ
い
ね
っ
と
☎

495
・
５
５
７
３
へ

シ
ニ
ア
し
っ
と
く
講
座

―
身
近
な
方
が
認
知
症
に
な
っ
た

　
ら
　

　

認
知
症
看
護
認
定
看
護
師
か
ら

認
知
症
の
方
へ
の
具
体
的
な
対
応

方
法
な
ど
を
学
び
ま
す
。

対
象
　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
方
。
先
着
50
人

日
時　

１
月
31
日
㈰
午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分

場
所　

信
愛
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

（
梅
園
二
丁
目
）

講
師　

複
十
字
病
院
認
知
症
看
護

認
定
看
護
師　

樋
口
里
香
氏

※
こ
の
講
座
は
、
認
知
症
サ
ポ
ー

　

税
理
士
資
格
の
な
い
者
が
、
税

務
相
談
・
税
務
書
類
の
作
成
・
税

務
代
理
を
す
る
こ
と
は
、
法
律
で

禁
じ
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な

く
、
専
門
知
識
が
欠
け
て
い
る
な

ど
の
た
め
依
頼
者
（
納
税
者
）
が

不
測
の
損
害
を
被
る
お
そ
れ
も
あ

り
ま
す
。

　
「
に
せ
税
理
士
」
及
び
「
に
せ

税
理
士
法
人
」
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
税
理
士
は
、
税
理
士
証
票
を

携
帯
し
、
税
理
士
バ
ッ
ジ
を
着
用

し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

東
京
税
理
士
会
☎
03
・

３
３
５
６
・
４
４
６
１

新
座
都
市
計
画
事
業
の
環

境
影
響
評
価
準
備
書
の
縦

覧
及
び
説
明
会
の
お
知
ら
せ

　

新
座
都
市
計
画
事
業
（
仮
称
）

大
和
田
二
・
三
丁
目
地
区
土
地
区

画
整
理
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評

価
準
備
書
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。 

縦
覧
期
間　

1
月
15
日
㈮
～
２
月

15
日
㈪
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30

分
（
平
日
の
み
）　 

縦
覧
場
所　

ま
ち
づ
く
り
課
、
埼

玉
県
環
境
政
策
課
、
埼
玉
県
西
部

環
境
管
理
事
務
所
他

※
こ
の
準
備
書
は
中
央
図
書
館
・

下
宿
図
書
館
及
び
新
座
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

http://www.city.
niiza.lg.jp/soshiki/85/　

で
ご

覧
に
な
れ
ま
す
。

―
説
明
会

　
縦
覧
期
間
中
に
、
準
備
書
に
つ

い
て
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

日
時
　
２
月
４
日
㈭
午
後
７
時
～

返戻された通知カードの受取方法

受け取りに来られる方 必要なもの
本人または同一世帯員
の方

窓口に来られた方の本人確認書
類・印鑑

代理人
法定代理人

依頼者の本人確認書類・代理人の
本人確認書類・法定代理人として
の関係が分かる書類（戸籍謄本や
後見人の登記簿謄本）・印鑑

任意代理人 依頼者の本人確認書類・代理人の
本人確認書類・委任状・印鑑

※本人確認書類の例：顔写真付の公的な証明書であれば１点、
それ以外であれば氏名・生年月日または氏名・住所の記載が
あるものが２点必要です。（例：保険証と年金手帳）
※受取時に申請書の記入が必要です。また本人確認書類は窓
口において複写させていただきます。

「通知カード」を受け取られていない方へ

問合せ　市民課住民係☎ 497・2037

　マイナンバーをお知らせする「通知カード」は
全世帯への配達が終了しています。受け取りがさ
れなかった「通知カード」は市役所に返戻されて
いますので、市民課窓口でお受け取りください。

（返戻日から３か月程度、市役所で保管します）

施設名 電話番号 1㈮ 2 ㈯ 3 ㈰ 4㈪
市役所 492・5111

生涯学習センター 495・7001

男女共同参画センター 495・7002
消費生活センター 495・6211
郷土博物館 493・8585
児童センター 495・7700
子ども家庭支援
センター 495・7701

清瀬けやきホール 493・4011

松山・竹丘集会所 495・1717
清瀬・ハローワーク就
職情報室 494・8609

子どもの発達支援
・交流センター 495・3030

障害者福祉センター 495・5511
障害者就労支援
センター 495・0010

社会福祉協議会
・ボランティアセンター 495・5333

下宿運動公園広場

493・4033

下宿第二・下宿第三・
内山運動公園野球場
下宿第三・内山運動公
園サッカー場

テニス
コート

下宿第三・下清
戸
中央公園

1月 4日は入金
手続き可能

年始の市役所など業務予定

業務時間変更休業・休館 平常業務

※表に掲載のない市内公共施設は１月４日㈪
から（出張所業務のみ）、市内各図書館は、１
月５日㈫から平常業務となります。
※公共施設予約システムは１月４日㈪午前８
時 29 分まで利用できません。

お

な

か

ス

ッ

キ

リ

エ

ク

サ

サ

イ

ズ

対
象　

清
瀬
市
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方
。
先
着
40
人

日
時　

１
月
25
日
㈪
午
後
１
時
30

分
～
３
時
20
分

場
所　

健
康
セ
ン
タ
ー

講
師　

健
康
運
動
指
導
士　

八
木

香
氏

持
ち
物　

タ
オ
ル
・
飲
み
物
・
運

動
し
や
す
い
服
装

申
込
み
・
問
合
せ　

１
月
４
日
か

ら
電
話
で
健
康
推
進
課
健
康
推
進

係
☎
497
・
２
０
７
６
へ

健

康

チ

ャ
レ

ン

ジ

対
象　

平
成
27
年
度
の
特
定
健
診

結
果
で
、
特
定
保
健
指
導
の
対
象

に
な
っ
た
方
。
各
回
先
着
30
人

日
時　

①
１
月
13
日
㈬
②
25
日

㈪
、
い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
正
午

・
午
後
１
時
～
３
時

場
所　

①
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
②

健
康
セ
ン
タ
ー

内
容　

各
種
測
定（
骨
密
度
・
血

管
年
齢
・
体
組
成
・
血
圧
）、
健

診
結
果
の
説
明
、
健
康
プ
ラ
ン
づ

持
ち
物　

健
診
結
果
票

申
込
み
・
問
合
せ　

電
話
で
健
康

推
進
課
健
康
推
進
係
☎
497
・
２
０

７
６
へ

都
市
計
画
道
路
整
備

方
針
に
対
す
る
意
見

　

東
京
都
と
特
別
区
及
び
26
市
２

町
は
、「
東
京
に
お
け
る
都
市
計

画
道
路
の
整
備
方
針
（
第
四
次
事

業
化
計
画
）（
案
）」
を
取
り
ま
と

め
ま
し
た
。
整
備
方
針
は
、
東

京
都
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://
www.toshiseibi.m

etro.tokyo.
jp/kiban/tokyo/iken.htm

l/

や
、
都
民
情
報
ル
ー
ム
（
都
庁
第

一
庁
舎
３
階
）
な
ら
び
に
各
市
区

町
の
窓
口
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

今
後
、
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
意
見

・
ご
提
案
も
参
考
に
、
整
備
方
針

を
策
定
し
て
い
き
ま
す
。

意
見
提
出
先　

2
月
10
日
ま
で

に
直
接
ま
た
は
郵
送
（
必
着
）、

フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
で
〒
163
―

８
０
０
１
東
京
都
庁
東
京
都
都
市

整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課

市

消

防

団

団

員

　
清
瀬
市
消
防
団
は
、
新
入
団
員

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

対
象
　
市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
で

年
齢
18
歳
以
上
で
あ
り
、
消
防
団

の
任
務
を
理
解
し
、
健
康
な
方

※
詳
し
く
は
左
記
へ
。

申
込
み
・
問
合
せ
　
防
災
防
犯
課

防
災
係
☎
497
・
１
８
４
７

た
す
け
あ
い
サ
ー
ビ
ス
協

力
会
員
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　
社
協
の「
た
す
け
あ
い
サ
ー
ビ

ス
」協
力
員
に
な
る
た
め
の
説
明

と
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
全
般
の
説
明
と
相

談
も
受
け
付
け
ま
す
。

日
時　

１
月
21
日
㈭
午
前
10
時
～

11
時
30
分

場
所　

清
瀬
け
や
き
ホ
ー
ル

申
込
み
・
問
合
せ　

電
話
で
社
会

福
祉
協
議
会
☎
495
・
５
３
３
３
へ

合
同
就
職
面
接
会
in

東

村

山

日
時　

直
前
対
策
セ
ミ
ナ
ー
＝
１

月
19
日
㈫
午
前
10
時
～
正
午
（
受

け
付
け
は
午
前
９
時
30
分
～
10

時
）、
合
同
就
職
面
接
会
＝
午
後

１
時
30
分
～
４
時
30
分
（
受
け
付

け
は
午
後
１
時
～
３
時
30
分
）

場
所　

東
村
山
市
市
民
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
サ
ン
パ
ル
ネ
（
東
村
山
市
野

口
町
一
丁
目
）

参
加
企
業
数
　
10
社
程
度

申
込
み
・
問
合
せ
　
電
話
で
東

京
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
多
摩
☎
042
・

329
・
４
５
２
４
へ

改修工事中

1月 4日は午前
９時～午後６時
（入金業務は午
後５時）まで

1月 4日までの利
用は、平成 27 年
12 月 27日までに
入金手続き完了の
方のみ可能

松山教室 ひまわり教室

午前９時 30分
～正午

午後１時
～３時 30分

午前９時
30分
～正午

午後１時
～３時 30分

月曜日 パ ソ コ ン 超 入 門
Windows8.1/ ７

個人
レッスン

パ ソ コ ン 超 入 門
Windows8.1/ ７/Vista

火曜日 初めてのワード 個人レッスン 初めてのワード
水曜日 初めてのエクセル 初めてのエクセル

木曜日 インターネットを
使いこなそう

インターネットを
使いこなそう

金曜日 個人レッスン（第
３金曜日除く） 個人レッスン土・

日曜日 個人レッスン 個人レッスン

タ
ー
養
成
講
座
修
了
生
の
フ
ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ
講
座
を
兼
ね
ま
す
。

申
込
み
・
問
合
せ　

１
月
４
日
か

ら
電
話
で
き
よ
せ
信
愛
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
☎
492
・
１
８
５
０

へ

Ｕ
Ｐ
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
・
減
塩
コ
ー

ナ
ー
な
ど
も
あ
り

持
ち
物　

動
き
や
す
い
服
装
・
飲

み
物
・
汗
ふ
き
タ
オ
ル

申
込
み
・
問
合
せ
　
電
話
で
健
康

推
進
課
健
康
推
進
係
☎
497
・
２
０

７
６
へ

く
り
な
ど

　
個
人
住
民
税
は
、
事
業
主
の
方

が
従
業
員
の
方
に
代
わ
り
、
毎
月

の
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
差
し

引
き
、
納
入
し
て
い
た
だ
く
特
別

徴
収
が
原
則
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

東
京
都
と
都
内
全
62
区
市
町
村

は
オ
ー
ル
東
京
で
、
平
成
29
年
度

か
ら
原
則
と
し
て
全
て
の
事
業
主

の
方
に
、
特
別
徴
収
義
務
者
の
指

定
を
実
施
し
ま
す
。

　

特
別
徴
収
に
関
す
る
具
体
的
な

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
の

方
が
お
住
ま
い
の
各
区
市
町
村

に
、
特
別
徴
収
制
度
を
徹
底
す
る

取
り
組
み
に
つ
い
て
は
左
記
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

主
税
局
徴
収
部
個
人

都
民
税
対
策
課
支
援
係
☎
03
・

個

人

住

民

税

特

別

徴

収

に

つ
い

て

そ
の
他
コ
ー
ナ
ー
は
８
面
に
続
く

場
所
　
下
宿
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

※
直
接
会
場
へ
。

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
課
ま
ち
づ

く
り
係
☎
497
・
２
０
９
３
、
新
座

市
（
仮
称
）
大
和
田
二
・
三
丁
目

地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
推
進

室
☎
048
・
424
・
４
８
５
２
、
埼

玉
県
環
境
政
策
課
☎
048
・
830
・

３
０
４
１

５
３
８
８
・
３
０
４
６
、
課
税
課

市
民
税
係
☎
497
・
２
０
４
０

野
塩
児
童
館
の
４
月
か
ら

の
使
用
停
止
に
つ
い
て

　
野
塩
児
童
館
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